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定款の一部変更に関するお知らせ 

当社は、平成 30 年 5 月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 30 年 6

月 27 日開催予定の当社第 49 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 

記 

1. 定款変更の目的 

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改

正する法律（平成 27 年法律第 73 号）が平成 27 年 9 月 30 日に施行され、特定労働者派遣事

業と一般労働者派遣事業の区別が廃止されましたので、事業の現状に即した目的事項に整理

するため、現行定款第２条（目的）の変更を行うものであります。 



2. 定款変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線は変更箇所を示します。） 

現行定款 変更案 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

1.プレキャストコンクリート工法なら

びに現場打ち工法による土木用品およ

び建築用品の製造および販売。 

2.上記製品の製造用設備器具の製作販

売。 

3.軽、重鉄鋼等の応用製品の製造、加工、

販売。 

4.土木、建築等建設工事の請負、ならび

に設計、施工、監理。 

5.棒鋼、形鋼、鋼鈑、線材製品、建設用

資機材の売買 

6.特定労働者派遣事業。 

7.不動産業務に関する業務。 

8.前各号に附帯する事業。 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

1.（現行どおり） 

2.（現行どおり） 

3.（現行どおり） 

4.（現行どおり） 

5.（現行どおり） 

 （削除）  

6.（現行どおり） 

7.（現行どおり） 

3. 日程 

定款変更のための株主総会開催日 平成 30 年 6 月 27 日（水曜日）予定 

定款変更の効力発生日      平成 30 年 6 月 27 日（水曜日）予定 

以上


